
町税・国民健康保険税の
クレジットカード納付を
開始します

□

VISA
MasterCard
JCB
AMERICAN EXPRESS
Diners Club

問□　 収税課内○２１４２

　１月１日㈷から、スマートフォンやタ
ブレット端末を利用して、クレジット
カードやネットバンキング納付ができる
ようになります。納付書に記載されてい
るバーコードを読み取るだけで、時間や
場所を気にせず簡単に納付が可能です。
　詳しくは、町ホームページの「伊奈町
納付サイト」をご覧ください。

※以降納付金額が10,000円増えるごとに、利用料が100円（税別）加算されます。

納付できる税金

注意事項

システム利用料一覧表

納付手順

納付可能なクレジットカード
町県民税（普通徴収）
固定資産税
軽自動車税（種別割）
国民健康保険税（普通徴収）

・クレジットカード、ネットバンキング納付はスマートフォンやタブレット端末からのみ利用可能です。
・金融機関、コンビニ、役場窓口等でのクレジットカード納付はできません。
・クレジットカードおよびネットバンキングともに、納付金額に応じたシステム利用料が別途下記のとおりかかります。

①バーコードを読み取る
手順に従い、納付書の
バーコードの読み取り
を行います。

②納付情報を確認
反映された納付情報を
確 認 し 「 決 済 情 報 入
力」を押します。

③決済情報を入力
クレジットカード情報
またはネットバンキン
グ情報を入力します。

④納付完了
納付手続きを実行し、
納付完了です。

 納付額 1 円～
10,000 円

10,001 円～
20,000 円

20,001 円 ～
30,000 円

30,001 円～
40,000 円

利用料（税別） 100 円 200 円 300 円 400 円
 利用料 （税別）  一律 100 円

クレジットカード決済の場合 ネットバンキング決済の場合

82021年１月号　広報いな



□

問□　 確定申告などに関するお問合せ…上尾税務署
７７０－１８００、または国税庁ホームページ「確
定申告特集」をご覧ください。

　　□e-Tax・作成コーナーの操作などに関するお問合せ…
e-Tax・作成コーナーヘルプデスク ０５７０－０１
－５９０１（土日祝日および12月29日～１月３日を
除く）

　所得税・個人消費税・贈与税の確定申告会場を、下記
のとおり開設します。
　なお、申告会場の混雑緩和のため、入場する際には
「入場整理券」が必要です。当日分の入場整理券が終了
した場合、当日の相談はできません。入場整理券配付に
ついて詳しくは、後日国税庁ホームページ等でお知らせ
します。
日□　�２月２日㈫～３月15日㈪９時～
　 （８時30分～16時受付）
※土日祝日除く、ただし２月21日㈰・28日㈰は開場
※新型コロナウイルス感染症対策の一環として、本年は
還付申告の相談を２月15日㈪以前でも受け付けます。
※申告会場にご来場される際は、必ずマスクを着用し、
できる限り少人数でお越しください。
※入場の際に検温を実施しています。咳・発熱等の症状
のある方は、入場をご遠慮いただく場合があります。

　マイナンバーカードをお持ちの方は、国税庁ホーム
ページ「確定申告書等作成コーナー」を利用することで、
ご自宅等でICカードリーダライタまたはマイナンバー
カード対応のスマートフォン等を利用して申告書を提出
できます。
　なお、マイナンバーカードやICカードリーダライタ等
をお持ちでない方でも、事前に税務署でID・パスワー
ド方式の手続きをすることで、e-Taxをご利用できます。
また、申告書を印刷して郵送等で税務署に提出すること
も可能です。感染症拡大防止の観点からも、ぜひe-Tax
をご利用ください。

　令和２年分の確定申告で医療費控除を適用される方は
「医療費控除の明細書」の作成・添付が必要です。
　なお、税務署から「医療費控除の明細書」の記載内容
の確認を求める場合がありますので、領収書は５年間保
存してください。

　公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、
かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以
下であるときは、所得税の確定申告書を提出する必要は
ありません。
　ただし、所得税の確定申告が必要でない場合であって
も、住民税の申告が必要となることがあります。
　なお、所得税の還付を受ける場合や、確定申告書の提
出が要件となっている控除（純損失や雑損失の繰越控除
など）の適用を受ける場合には、確定申告書の提出が必
要となります。所得税の還付を受ける場合には、２月15
日㈪以前でも申告を受け付けていますので、お早めにご
相談をお願いします。
※外国の制度に基づき国外において支払われる年金など源
泉徴収の対象とならない公的年金等を受給されている方は、
平成27年分以後この制度は適用されません。

　消費税の確定申告書を作成するには、令和元年10月１
日以降の取引について、売上げや仕入れ等を税率（軽減
税率８％・標準税率10％）ごとに区分して記帳するなど
の経理（区分経理）を行った帳簿が必要となります。
　また令和元年分から、消費税確定申告書を作成するに
はまず、区分経理を行った帳簿に基づき「課税取引金額
計算表」を作成する必要があります。
　なお、消費税の仕入税額控除の適用を受けるには、区
分経理に対応した帳簿や受け取った請求書などの書類を
保存する必要があります。

　国税庁ホームページ「確定申告書等作成コー
ナー」では、スマートフォン等でも確定申告書が作
成できます。
　すでに年末調整済みで医療費控除やふるさと納税
などの寄附金控除の申告をする方のほか、年末調整
が済んでいない方、２か所以上の給与所得がある方、
年金収入や副業等の雑所得がある方などが「スマホ
専用画面」をご利用いただけます。ぜひ、ご自宅等
からご活用ください。

確定申告の
お知らせ

上尾税務署から

確定申告にはご自宅のパソコン・スマホから
の e-Tax が便利です！

いつでもどこでもスマホで確定申告！

医療費控除を適用される方へ

公的年金等を受給されている方へ

消費税の確定申告をされる方へ

広報いな　2021年１月号9

申告を要する方
　償却資産を町内に所有する方または貸し付けている方
※令和３年１月１日前１年以内に廃業、解散または課税対象資産がなくなった場合でも、申告書にその旨を記入
し、提出してください。

償却資産の種類
●構築物＝�広告塔、看板、門、塀、農林業用構築物、露天式立体駐車場設備、舗装その他土地に定着する土木設

備など
●機械および装置＝�太陽光発電設備、受変電設備、コンピュータ、工作機械、揚重機、運搬装置、製造・加工設

備、建設機械など
●車両および運搬具＝ブルドーザーなど
●工具、器具および備品＝�机、いす、ロッカー、陳列ケース、電動工具、冷暖房機器、測定機器、事務機器、医

療機器、無人駐車管理装置、金型など

申告を要しない資産
・耐用年数１年未満または取得価額10万円未満の償却資産で一時に損金算入または必要経費に算入したもの
・取得価額が20万円未満の償却資産で一括償却資産として３年均等償却を行っているもの
・家庭用に使用される資産
・自動車税または軽自動車税の課税対象である自動車、原動機付自転車など

償却資産に係る固定資産税電子申告のご案内
　町では、インターネットを利用した電子申告システム「eLTAX（エルタックス）」での償却資産の申告ができ
ます。ご利用や申告について詳しくは、町ホームページをご覧ください。

～アパート・貸駐車場を所有されている方へ～
次のような資産は固定資産の課税対象となるため償却資産の申告が必要です！

償却資産の種類 具　　体　　例

構　　築　　物 外構工事（駐車場舗装、門、塀、側溝、外灯、緑化設備（花壇等）、フェンス、
自転車置場、ごみ置場など）、屋上看板等の広告設備　など

機械および装置 太陽光発電設備（建材型でないもの）、受変電設備、電力引込線、屋外給排水管、
屋外ガス管　など

工具、器具および備品 ルームエアコン、集合郵便受け、宅配ボックス、サイクルラック　など

問□　税務課内○２１５３

　償却資産とは、事業を営む個人（法人）が使用している事業用資産のことをいいます。
　この償却資産は固定資産税の課税対象となるため、事業主は１月１日に所有する事業用資
産の内容を、事業を営んでいる所在地の市町村長に申告しなければなりません。アパート経
営や農業経営などでも償却資産の申告対象となるものがありますので、ご確認ください。
　詳しくは、町ホームページをご覧ください。

償却資産の申告は2月1日㈪までです

※具体的な箇所については、11ページ上の図画をご確認ください。
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